
京 都 大 学 百 周 年 時 計 台 記 念 館 使 用 規 則 新 旧 対 照 表 
改    正    前 改    正    後 

（前 略） 

（使用取止めの申請） 

第７ 規程第８条の使用取止めの申請は、第６

の使用許可に係る使用日（複数日に連続して

またがる場合はその最初の日）の１０日前ま

でに、所定の使用取止め申請書を総長に提出

して行わなければならない。 

（使用取止め許可書の交付） 

第８ 総長は、規程第８条の使用取止めの申請

に対し許可をしたときは、所定の使用取止め

許可書を規程第７条第５項の使用責任者（第

９、第１０第１項及び第１１において「使用

責任者」という。）に交付するものとする。 

 

（中 略） 

（施設使用料） 

第１０ 規程第１１条の施設使用料は、別表に定

めるとおりとし、使用責任者が本学の指定する

方法により納付しなければならない。 
２  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中 略） 

 
 
 
 
 
 
別表  （略） 

 

 

 

（使用取りやめの申請） 

第７ 規程第８条の使用取りやめの申請は、所

定の使用取りやめ申請書を総長に提出して行

わなければならない。 

 

 

（使用取りやめ許可書の交付） 

第８ 総長は、規程第８条の使用取りやめの申

請に対し許可をしたときは、所定の使用取り

やめ許可書を規程第７条第５項の使用責任者

（第９、第１０第１項、第１０の２第１項及

び第１１において「使用責任者」という。）に

交付するものとする。 

 

（施設使用料） 

第１０ 規程第１１条の施設使用料は、別表１に

定めるとおりとし、使用責任者が本学の指定す

る方法により納付しなければならない。 
２  （同 左） 

（取消料） 
第１０の２ 規程第１１条の２の取消料は、別表

２に定めるとおりとし、使用責任者が本学の指

定する方法により納付しなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、すでに施設使用料

が納付されているときは、当該施設使用料をも

って取消料に充当するものとする。この場合に

おいて、充当した後の施設使用料に残額がある

ときは、第１０第２項本文の規定にかかわら 

ず、その残額を返還する。 

 

   附 則（令和８年２月総長裁定） 

 この規則は、令和８年４月１日から施行す

る。ただし、令和８年３月１日より前に申請が

されている施行日以後の使用に係る施設使用料

については、なお従前の例による。 

 

別表１   

別表２     

 

 

（別 添） 
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別表１ 
京都大学百周年時計台記念館施設使用料 

施設名 施設使用料 
平日 休日（土曜日、日曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する国民の祝日） 
百周年記念ホール（大ホール） ２７，５００円

３５，７００円

４１，６００円 

国際交流ホール１室利用 ８，６００円
９，５００円

１０，７００円 

国際交流ホール２室利用 １７，２００円
１９，０００円

２１，４００円 

国際交流ホール３室利用 ２５，８００円
２８，５００円

３２，１００円 

会議室Ⅰ １，１００円
３，８００円

４，４００円 

会議室Ⅱ １，１００円
３，８００円

４，４００円 

会議室Ⅲ ２，２００円
６，６００円

７，９００円 

会議室Ⅳ ２，２００円
６，０００円

７，２００円 

ピアノ（大ホール） １，１００円 １，１００円 
備考 
１ 上記表中の施設使用料は、１時間の施設使用に係る金額（消費税相当額を含む。）であり、これ

に当該施設使用時間数を乗じた金額を、施設使用料とする。 
２ １時間未満の施設使用及び１時間を超える施設使用に係る１時間未満の端数については、それぞ

れ１時間の施設使用として、施設使用料を算出するものとする。 
３ 複数の施設を使用する場合については、各施設の施設使用料を合算した金額を、施設使用料とす

る。 
４ 規程第３条第２項第１号 （総長が別に定めるものを除く。）及び同項第２号に掲げる行事に使用

する場合の施設使用料は、上記表中の施設使用料の額を半額にして算出するものとする。ただし、

同項第１号に掲げる行事のうち、総長が別に定めるものに使用する場合の施設使用料は、無料とす

る。 
別表２ 
  取消料 

取りやめ時期 取消料 
使用日の７日前から前日まで 施設使用料の５０％ 
使用日の当日 施設使用料の１００％ 
備考 
規程第３条第２項第１号及び同項第２号に掲げる行事に使用する場合の取消料は、請求しない。 

 


